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(57)【要約】
【課題】複数の発光パターンによって表示する複数の固
定画像は、表示部全体で１つの固定画像を分担する分担
画像であった。従って、複数の固定画像は、表示される
画像の大きさに相当の差が生じてしまうことになる。こ
の結果、複数の固定画像のそれぞれを、表示部全体に表
示することはできなかった。
【解決手段】各画素には、Ｘ，Ｙそれぞれの方向に隣り
合う２画素ずつの合計４画素を１つの纏まりとして、互
いに共通な１つの陽極が形成されている。そして、表示
範囲に表示する２つの固定画像の一方を表示するための
陽極１０（図中実線）が形成され、他方を表示するため
の陽極２０（図中破線）が形成されている。そして、陽
極１０と陽極２０は、Ｘ，Ｙのそれぞれの方向において
、陽極１０同士、および陽極２０同士が隣り合うことが
ないように交互に形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿って配列された複数の第１画
素電極と、
　前記第１の方向及び当該第２の方向に沿って配列された複数の第２画素電極と、
　前記複数の第１画素電極及び前記複数の第２画素電極に対向して形成された対向電極と
、
　前記複数の第１画素電極を電気的に接続する第１電源供給線と、
　前記複数の第２画素電極を電気的に接続する第２電源供給線と、
　を有し、
　前記複数の第１画素電極及び前記複数の第２画素電極の各々の画素電極に対応して１つ
又は複数の画素が形成されており、
　前記複数の第１画素電極のうちの１つの画素電極である第１電極と前記対向電極との間
及び前記複数の第２画素電極のうちの１つの画素電極である第２電極と前記対向電極との
間には、有機発光材料によって形成された発光層、または、有機化合物によって形成され
た絶縁層が配置されており、
　第１の画像を表示する際には、前記第１電源供給線を介して前記複数の第１画素電極に
電源を供給し、第２の画像を表示する際には、前記第２電源供給線を介して前記複数の第
２画素電極に電源を供給することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記絶縁層は遮光性を有することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿ってマトリクス状に複数の画
素が配列された画像の表示範囲を有し、当該画像の表示範囲に複数の画像を表示する表示
装置であって、
　前記表示範囲は、１画素若しくは前記第１の方向および前記第２の方向に隣り合う２画
素以上の画素の纏まりを単位画素領域として区分され、
　前記単位画素領域のそれぞれは、前記複数の画像のうちの１つの画像に属する一部の画
像を表示するとともに、前記第１の方向および前記第２の方向において隣り合う前記単位
画素領域間では、それぞれの前記単位画素領域が表示する一部の画像が属する前記１つの
画像が、互いに異なるように表示することを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置であって、
　前記単位画素領域は、前記表示範囲の周辺部を除いて、当該単位画素領域に含まれる画
素の配列状態が、総ての前記単位画素領域について同一であることを特徴とする表示装置
。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の表示装置において、
　前記複数の画素は、第１の電極と、第２の電極と、当該第１の電極と当該第２の電極と
によって挟持された発光層を含む有機層を有し、前記第１の電極と前記第２の電極との間
に電流が流れることによって前記発光層が発光する画素であって、
　前記第１の電極は、前記１つの画像に属する総ての前記単位画素領域に存在する画素間
で電気的に接続され、前記第２の電極は、前記表示範囲に形成された総ての画素間で電気
的に接続されていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の表示装置であって、
　前記複数の画素は、前記１つの画像に属する前記単位画像領域のそれぞれにおいて、当
該１つの画像に応じて発光する画素と発光しない画素のいずれかに区分され、
　前記発光しない画素が有する前記有機層は、電気的な絶縁性を有する有機化合物からな
る層を前記発光層として含むことを特徴とする表示装置。
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【請求項７】
　請求項５または６に記載の表示装置であって、
　前記発光する画素は、前記１つの画像に属する前記単位画素領域のそれぞれにおいて、
当該１つの画像に応じて定まる色を発光する画素であることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項１，２，５ないし７のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法であって、
　前記複数の画素について、少なくとも前記発光層を、当該発光層を形成する材料を含む
機能液を吐出するインクジェット方式によって形成することを特徴とする表示装置の製造
方法。
【請求項９】
　第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿ってマトリクス状に複数の画
素が配列された画像の表示範囲に、複数の画像を表示する表示方法であって、
　前記表示範囲は、１画素若しくは前記第１の方向および前記第２の方向に隣り合う２画
素以上の画素の纏まりを単位画素領域とし、
　前記単位画素領域のそれぞれに前記複数の画像のうちの１つの画像に属する一部の画像
を表示するとき、前記第１の方向および前記第２の方向において隣り合う前記単位画素領
域間で、それぞれの前記単位画素領域が表示する一部の画像が属する前記１つの画像が、
互いに異なるように表示することを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置および当該表示装置の製造方法、および表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型の自発光素子であるエレクトロルミネッセンス素子（ＥＬ素子）を表示素子
として用いた表示装置が多く使われるようになってきた。ＥＬ素子は、画素電極としての
陽極と対向電極としての陰極との間に発光材料からなる発光層を少なくとも含む複数の機
能層が形成された構造を有し、陽極と陰極との間に電圧を印加して機能層に所定の電流を
流すことによって発光層が発光し、所望する明るさの発光光を射出するものである。とり
わけ、発光材料として有機材料を用いて形成した有機ＥＬ素子を画素として有し、その画
素をマトリクス状に複数配列して画像の表示範囲として備えた有機ＥＬパネルが広く知ら
れている。
【０００３】
　有機ＥＬパネルへの画像の表示は、画素毎に形成されたＴＦＴ（Thin・Film・Transist
or）などの駆動素子のスイッチング動作によって、画素毎に形成された陽極に所定の電圧
を印加し、総ての画素に共通な電極として形成された陰極に対して所定の電流を流すこと
によって行われる。従って、通常、有機ＥＬパネルは、画素毎に別々に陽極を形成し、画
素毎に形成された駆動素子を別々にスイッチング動作させることによって、表示範囲に画
像を表示するものであった。
【０００４】
　このため、従来の有機ＥＬパネルでは、画素毎に、駆動素子と、この駆動素子をスイッ
チング動作させるための配線（例えば、ゲート線、データ線）を必要とした。また、駆動
素子のスイッチング動作を画素毎に制御する必要もあり、有機ＥＬパネルはその構造が複
雑であった。
【０００５】
　ところで、有機ＥＬパネルにおいて、表示する画像がいつも同じ画像つまり固定画像で
ある場合、画素毎に駆動素子のスイッチング動作を行うことなく、固定画像に対応する発
光パターンを表示すればよいことになる。そこで、このような表示方法に関する技術が、
例えば特許文献１に開示されている。
【０００６】
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　特許文献１に開示された技術は、固定画像に応じた複数の発光パターンを有するＥＬ素
子からなる表示部を有し、予め記憶した発光パターンの順序で表示部を動作させるもので
ある。従って、画素毎に、駆動素子と、この駆動素子をスイッチング動作させるための配
線と、を必要とせず、また、駆動素子のスイッチング動作も画素毎に制御する必要がない
表示装置が得られる。この結果、有機ＥＬパネルの構造が簡単になる利点がある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１８８４８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、複数の発光パターンによって表示す
る複数の固定画像は、個々には異なっているものの、これらの複数の発光パターンによっ
て表示する複数の固定画像は、表示部全体で１つの固定画像を分担する分担画像であった
。従って、複数の固定画像は、表示される画像の大きさに相当の差が生じてしまうことに
なる。また、複数の固定画像のそれぞれを、表示部全体に表示することはできなかった。
【０００９】
　さらに、特許文献１に開示された技術では、各発光パターンにおいて、発光パターンの
総ての領域面積に占める発光部分の領域面積が、表示部において形成される場所に応じて
異なっている。その結果、表示される画像の表示品質が発光パターン間で同じでないとい
う不具合を生じてしまうことがある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【００１１】
　［適用例１］第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿って配列された
複数の第１画素電極と、前記第１の方向及び当該第２の方向に沿って配列された複数の第
２画素電極と、前記複数の第１画素電極及び前記複数の第２画素電極に対向して形成され
た対向電極と、前記複数の第１画素電極を電気的に接続する第１電源供給線と、前記複数
の第２画素電極を電気的に接続する第２電源供給線と、を有し、前記複数の第１画素電極
及び前記複数の第２画素電極の各々の画素電極に対応して１つ又は複数の画素が形成され
ており、前記複数の第１画素電極のうちの１つの画素電極である第１電極と前記対向電極
との間及び前記複数の第２画素電極のうちの１つの画素電極である第２電極と前記対向電
極との間には、有機発光材料によって形成された発光層、または、有機化合物によって形
成された絶縁層が配置されており、第１の画像を表示する際には、前記第１電源供給線を
介して前記複数の第１画素電極に電源を供給し、第２の画像を表示する際には、前記第２
電源供給線を介して前記複数の第２画素電極に電源を供給することを特徴とする表示装置
。
【００１２】
　この構成によれば、電源供給線に電気的に接続された複数の画素電極の各々に形成され
た画素が、その電源供給線に電源を供給することによって発光または非発光する。従って
、電源を供給する電源供給線に応じて異なる画像を表示することができる。そして、この
とき、画素電極は互いに交差する第１の方向と第２の方向に配列されていることから表示
される画像が分散する。従って、異なる画像を、分散表示することができるので、表示さ
れるそれぞれの画像は、その表示面積が凡そ同じ画像になることが期待できる。この結果
、表示されるそれぞれの画像は表示品質の低下が抑制された画像となることが期待できる
。
【００１３】
　［適用例２］上記表示装置であって、前記絶縁層は遮光性を有することを特徴とする。
【００１４】
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　この構成によれば、発光しない画素から光が漏れるのを防ぐことができる。
【００１５】
　［適用例３］第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿ってマトリクス
状に複数の画素が配列された画像の表示範囲を有し、当該画像の表示範囲に複数の画像を
表示する表示装置であって、前記表示範囲は、１画素若しくは前記第１の方向および前記
第２の方向に隣り合う２画素以上の画素の纏まりを単位画素領域として区分され、前記単
位画素領域のそれぞれは、前記複数の画像のうちの１つの画像に属する一部の画像を表示
するとともに、前記第１の方向および前記第２の方向において隣り合う前記単位画素領域
間では、それぞれの前記単位画素領域が表示する一部の画像が属する前記１つの画像が、
互いに異なるように表示することを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、表示範囲において複数の画像を表示する際、１つの画像を表示する
単位画素領域が第１の方向および第２の方向において隣り合うことがないので、単位画素
領域が表示範囲全体に分散することになる。従って、複数の画像を、それぞれ表示範囲全
体に分散した単位画素領域によって表示することができるので、表示されるそれぞれ１つ
の画像は、その表示面積が凡そ同じ画像になることが期待できる。また、単位画素領域の
分散によって、表示面積に対する単位画素領域の分布密度が、表示される１つの画像のそ
れぞれにおいて凡そ同じになる確率が高くなる。この結果、表示されるそれぞれ１つの画
像は表示品質の低下が抑制された画像となることが期待できる。
【００１７】
　［適用例４］上記表示装置であって、前記単位画素領域は、前記表示範囲の周辺部を除
いて、当該単位画素領域に含まれる画素の配列状態が、総ての前記単位画素領域について
同一であることを特徴とする。
【００１８】
　こうすれば、１つの単位画素領域の形状、および１つの単位画素領域に含まれる画素数
は、表示範囲の周辺部を除いて総て同じになることから、表示面積に対する単位画素領域
の分布密度が、表示される１つの画像のそれぞれにおいて凡そ同じになる。この結果、表
示範囲に表示される複数の画像のそれぞれの表示品質は、ほぼ同じになることが期待でき
る。
【００１９】
　［適用例５］上記表示装置において、前記複数の画素は、第１の電極と、第２の電極と
、当該第１の電極と当該第２の電極とによって挟持された発光層を含む有機層を有し、前
記第１の電極と前記第２の電極との間に電流が流れることによって前記発光層が発光する
画素であって、前記第１の電極は、前記１つの画像に属する総ての前記単位画素領域に存
在する画素間で電気的に接続され、前記第２の電極は、前記表示範囲に形成された総ての
画素間で電気的に接続されていることを特徴とする。
【００２０】
　こうすれば、第１の電極と第２の電極との間に電圧を印加することによって、電気的に
接続された１つの画像に属する総ての単位画素領域の画素を、同時に発光させることがで
きる。従って、画素毎に駆動素子によるスイッチング動作を制御することなく、表示範囲
のほぼ全体に１つの画像を容易に表示させることができる。
【００２１】
　［適用例６］上記表示装置であって、前記複数の画素は、前記１つの画像に属する前記
単位画像領域のそれぞれにおいて、当該１つの画像に応じて発光する画素と発光しない画
素のいずれかに区分され、前記発光しない画素が有する前記有機層は、電気的な絶縁性を
有する有機化合物からなる層を前記発光層として含むことを特徴とする。
【００２２】
　こうすれば、１つの画像において区分された発光しない画素（例えば黒色を表示する画
素）を容易に形成することができる。
【００２３】
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　［適用例７］上記表示装置であって、前記発光する画素は、前記１つの画像に属する前
記単位画素領域のそれぞれにおいて、当該１つの画像に応じて定まる色を発光する画素で
あることを特徴とする。
【００２４】
　こうすれば、１つの画像に属する単位画素領域における各画素が発光することによって
、各単位画像領域が表示する色は、１つの画像の表示内容に合わせた色とすることができ
る。
【００２５】
　［適用例８］上記表示装置の製造方法であって、前記複数の画素について、少なくとも
前記発光層を、当該発光層を形成する材料を含む機能液を吐出するインクジェット方式に
よって形成することを特徴とする。
【００２６】
　この方法によれば、表示する１つの画像の表示内容に合わせて、この１つの画像に属す
る単位画素領域における各画素に形成すべき有機層を、画素毎に容易に変更することがで
きる。従って、例えば、表示する１つの画像が、表示装置間で異なっている場合でも、そ
れぞれの表示装置を、画素毎に吐出する機能液を変更することで容易に製造することがで
きる。また、吐出する機能液の液量を画素毎に調節することができるので、各画素におけ
る発光量を容易に調節することもできる。この結果、表示する１つの画像に属する少なく
とも一部の画像について、その輝度を調節することが可能となる。
【００２７】
　［適用例９］第１の方向及び当該第１の方向に交差する第２の方向に沿ってマトリクス
状に複数の画素が配列された画像の表示範囲に、複数の画像を表示する表示方法であって
、前記表示範囲は、１画素若しくは前記第１の方向および前記第２の方向に隣り合う２画
素以上の画素の纏まりを単位画素領域とし、前記単位画素領域のそれぞれに前記複数の画
像のうちの１つの画像に属する一部の画像を表示するとき、前記第１の方向および前記第
２の方向において隣り合う前記単位画素領域間で、それぞれの前記単位画素領域が表示す
る一部の画像が属する前記１つの画像が、互いに異なるように表示することを特徴とする
。
【００２８】
　この方法によれば、表示範囲において複数の画像を表示する際、１つの画像を表示する
単位画素領域が第１の方向および第２の方向において隣り合うことがないので、単位画素
領域が表示範囲全体に分散することになる。従って、複数の画像を、それぞれ表示範囲全
体に分散した単位画素領域によって表示することができる。この結果、表示されるそれぞ
れ１つの画像は、その表示面積が凡そ同じ画像になることが期待できる。また、単位画素
領域の分散によって、表示面積に対する単位画素領域の分布密度が、表示される１つの画
像のそれぞれにおいて凡そ同じになる確率が高くなる。この結果、表示されるそれぞれ１
つの画像は表示品質の低下が抑制された画像となることが期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　さて、本発明を適用した表示装置の一実施形態として、有機ＥＬ（エレクトロルミネッ
センス）パネルを挙げて以下説明するが、その前に、本実施形態が奏する効果に対する理
解を容易にするため、従来の有機ＥＬパネルの構成について、図１を用いて説明する。
【００３０】
　図１は、従来の有機ＥＬパネルの一例となる有機ＥＬパネル５０の全体のレイアウトを
回路構成とともに示した模式図である。有機ＥＬパネル５０は、画素ごとに表示駆動され
るアクティブマトリックス型の表示装置である。各画素は、矩形形状を有する基板Ｐ上に
樹脂などの隔壁によって区画され、それぞれ矩形形状の領域を有している。そして、基板
Ｐのほぼ中央部分に互いに略直交する方向となるＸ方向およびＹ方向に規則正しく配列さ
れて表示範囲を形成している。もとより、各画素は長円形状や円形状など矩形形状以外の
形状を有する領域に区画されていてもよい。
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【００３１】
　各画素には、有機ＥＬ素子が表示素子として、また、有機ＥＬ素子を表示（つまり発光
）駆動するためのＴＦＴ（薄膜トランジスタ）５４，５５と保持容量５６とが駆動素子と
して、それぞれ形成されている。なお、ここでは有機ＥＬ素子は、基板Ｐに対して表示素
子の形成面側から光を射出するトップエミッション構造を有しているものとする。従って
、駆動素子は表示素子と平面的に重なる位置であって、基板Ｐと表示素子との間に形成さ
れている。もとより、有機ＥＬ素子は、トップエミッション構造でなく、基板Ｐに対して
表示素子の形成面側と反対側から光を射出するボトムエミッション構造であっても差し支
えない。
【００３２】
　基板Ｐの外周部分には、走査駆動回路５１とデータ駆動回路５２、および給電端子５３
とが形成されている。走査駆動回路５１からは走査線Ｇａｔｅが、データ駆動回路５２か
らはデータ線Ｓｉｇが、また、給電端子５３からはこれに接続された電源供給線Ｃｏｍが
、それぞれ各画素に形成された駆動素子に対して図１に示したように配線され、表示素子
を発光駆動する。
【００３３】
　まず、走査線Ｇａｔｅは、ＴＦＴ５４のゲートに接続され、走査線Ｇａｔｅを介して供
給される電流信号に応じて、ＴＦＴ５４をオン／オフ制御する。そしてＴＦＴ５４がオン
すると、ＴＦＴ５４のソースに接続されたデータ線Ｓｉｇから供給される画像信号に応じ
て、電源供給線Ｃｏｍから供給される電源によって保持容量５６に所定の電圧が保持され
る。すると、保持容量５６に保持された電圧は、ＴＦＴ５５のゲートに印加され、ＴＦＴ
５５をオン状態にする。ＴＦＴ５５のソースおよびドレインはそれぞれ電源供給線Ｃｏｍ
と画素電極としての陽極に接続され、保持容量５６に保持された電圧に応じた、つまり画
像信号に応じた電流が、電源供給線Ｃｏｍを介して陽極に印加される。
【００３４】
　各画素に形成される表示素子は、陽極と対向電極としての陰極との間に電流を流すこと
によって発光する。つまり、陽極に印加された電流が、総ての画素の表面に渡って形成さ
れた陰極に流れることによって、画像信号に応じた明るさで発光するのである。従って、
有機ＥＬパネル５０では、このように、駆動素子によるスイッチング動作を画像信号に応
じて画素毎に制御することによって、種々の画像を表示することが行われている。
【００３５】
　また、カラー画像を表示するために、各画素に形成される表示素子は、Ｒ（レッド）、
Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）のうちいずれか１色を発光可能に形成され、画像や文字な
どの所定のカラー画像を表示するように構成される場合もある。なお、ここでは、説明を
簡単にするために、図１に示すように、有機ＥＬパネル５０には、Ｙ方向（図面縦方向）
に４画素、Ｘ方向（図面横方向）に６画素の計２４個の画素が配列された表示範囲が形成
されているものとしたが、もとより、実際には、Ｘ，Ｙそれぞれの方向に数百画素といっ
た多くの画素が配列されて表示範囲が形成されていることは言うまでもない。
【００３６】
　さて、このような構成を有する従来の有機ＥＬパネル５０において、表示範囲に表示す
る文字や図柄や画像（これらを総称して「画像」と呼ぶ）が予め定められた画像、つまり
固定画像を表示する場合がある。このような場合、表示範囲における総ての画素のうち、
発光する画素を、固定画像の表示内容に応じて一意的に定めることができる。従って、固
定画像を表示する場合は、画像信号に応じた駆動素子のスイッチング動作を画素毎に行う
ことを必ずしも必要とせず、固定画像に応じて、固定画像の表示を行う画素として定めた
画素に陽極に電圧が印加されるようにすればよいことになる。
【００３７】
　そこで、本実施形態の有機ＥＬパネルは、一例として２つの固定画像を、表示範囲全体
に別々に表示するようにしたものであり、従って駆動素子のスイッチング動作が不要で、
構造が簡単な有機ＥＬパネルを提供するものである。また、これに加えて、表示される２
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つの固定画像のそれぞれについて、表示品質の低下を抑制するように工夫をしたものであ
る。それでは、本実施形態の有機ＥＬパネルについて、以下、図を参照して説明する。
【００３８】
　図２は、本実施形態の有機ＥＬパネル１００の全体のレイアウトを回路構成とともに示
した模式図である。有機ＥＬパネル１００は、表示する固定画像に応じて各画素に形成さ
れた画素電極としての陽極を電気的に接続した表示装置である。各画素は、矩形形状を有
する基板Ｐ上に樹脂などの隔壁によって区画され、それぞれ略正方形の矩形形状領域を有
している。そして、基板Ｐのほぼ中央部分に、互いに交差する方向を有するＸ方向および
Ｙ方向に規則正しく配列されて表示範囲を形成している。
【００３９】
　本実施形態ではＸ方向とＹ方向とは略直交する方向であるものとする。もとより、これ
に限らず、直角以外の角度で交差しているものとしても差し支えない。また、本実施形態
では、説明を簡単にするために、図２に示すように、有機ＥＬパネル１００には、Ｙ方向
（図面縦方向）に２０画素、Ｘ方向（図面横方向）に１６画素の計３２０個の画素が配列
された表示範囲が形成されているものとする。もとより、実際には、Ｘ，Ｙそれぞれの方
向に数百画素といった多くの画素が配列されて表示範囲が形成されていることは言うまで
もない。また、各画素は正方形以外の矩形形状や、長円形状や円形状などの矩形形状以外
の形状を有する領域に区画されていても差し支えない。
【００４０】
　各画素には、有機ＥＬ素子が表示素子として形成されている。なお、ここでは有機ＥＬ
素子は、発光時は白色光を発光するものとする。もとよりこれに限るものでないことは勿
論であり、白色以外の一色を発光することとしてもよい。また、発光光を基板Ｐに対して
表示素子の形成面側から射出するトップエミッション構造を有しているものとする。もと
より、有機ＥＬ素子は、トップエミッション構造でなく、基板Ｐに対して表示素子の形成
面側と反対側から光を射出するボトムエミッション構造であっても差し支えない。
【００４１】
　また、本実施形態では、各画素には、Ｘ，Ｙそれぞれの方向に隣り合う２画素ずつの合
計４画素を１つの纏まり（これを、以降「単位画素領域」と称す）として、互いに共通な
１つの陽極が形成されている。そして、表示範囲に表示する２つの固定画像の一方（これ
を「画像Ａ」とする）を表示するための単位画素領域には互いに共通な１つの陽極１０（
図中実線）が形成され、２つの固定画像の他方（これを「画像Ｂ」とする）を表示するた
めの単位画素領域には互いに共通な１つの陽極２０（図中破線）が形成されている。そし
て、陽極１０と陽極２０は、Ｘ，Ｙのそれぞれの方向において、陽極１０同士、および陽
極２０同士が隣り合うことがないように交互に形成されている。
【００４２】
　基板Ｐの外周部分には、給電端子１１０と給電端子１２０とが形成されている。給電端
子１１０には、電源供給線１１１が接続配線されている。また、給電端子１２０には、電
源供給線１２１が接続配線されている。
【００４３】
　電源供給線１１１は、表示範囲に画像Ａを表示するとき、給電端子１１０に供給された
所定の電圧を、形成された総ての陽極１０に供給するように配線されている。同じく、電
源供給線１２１は、表示範囲に画像Ｂを表示するとき、給電端子１２０に供給された所定
の電圧を、形成された総ての陽極２０に供給するように配線されている。そして、総ての
画素の表面に渡って形成された対向電極としての陰極との間で電流が流れることによって
、各画素に形成された有機ＥＬ素子が発光駆動され、画像Ａあるいは画像Ｂを表示するよ
うに構成されている。
【００４４】
　電源供給線１１１および電源供給線１２１と、陽極１０および陽極２０との具体的な配
線の様子を、図３を用いて説明する。図３は、陽極１０および陽極２０と、電源供給線１
１１および電源供給線１２１との電気的な接続の様子を示す模式図で、図２において円（
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一点鎖線）で囲んだ部分を拡大して示したものである。
【００４５】
　図示するように、電源供給線１１１および電源供給線１２１は、Ｘ方向における陽極１
０または陽極２０の端部、および陽極１０と陽極２０との隙間において、Ｙ方向に延在し
てそれぞれ配線されている。また、電源供給線１１１と電源供給線１２１は、Ｘ方向にお
いて、陽極１０と陽極２０との隙間一つ置きに交互に形成されている。そして、電源供給
線１１１は、その電源供給線１１１が延在するＹ方向に沿って存在する総ての陽極１０と
電気的に結線され、電源供給線１２１は、その電源供給線１２１が延在するＹ方向に沿っ
て存在する総ての陽極２０と電気的に結線されている。このように配線することによって
、陽極１０と陽極２０との隙間に形成する配線を少なくすることができる。ちなみに、本
実施形態では、電源供給線１１１もしくは電源供給線１２１のいずれかが配線できる隙間
があればよいので、陽極の面積つまり画素の領域面積を大きくすることができる。この結
果、画像Ａあるいは画像Ｂについて明るさの減少を抑制することができる。
【００４６】
　次に、本実施形態における有機ＥＬパネル１００に形成される有機ＥＬ素子について、
図４を参照して詳しく説明する。図４は、本実施形態の有機ＥＬパネル１００における各
画素に形成される機能層の構成を示す模式図である。図４（ａ）は、図３におけるＭ－Ｍ
断面を示した模式断面図で、有機ＥＬ素子の形成が終了した状態を示した模式図である。
また、図４（ｂ）は、有機ＥＬ素子の発光層を機能液の噴射によって塗布して形成する様
子を示した模式図である。なお、各寸法は、説明の都合上必要に応じて誇張しているため
、実際の寸法とは必ずしも一致していないことは言うまでもない。
【００４７】
　各画素は、図４（ａ）に示したように、エッチング等によって形成された絶縁有機材料
（例えばアクリル樹脂やポリイミド樹脂）からなる隔壁によって区画された画素領域を有
している。そして各画素の画素領域には、白色を発光可能な有機ＥＬ素子が形成されてい
る。有機ＥＬ素子は、図示するように、陽極１０あるいは陽極２０と陰極との間に、正孔
注入層と発光層とが形成されたものである。従って、各画素は、形成される発光層に依存
して所定の明るさと発光色（本実施形態では白色）を発光する画素となる。
【００４８】
　本実施形態では、正孔注入層は、ＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェン）／Ｐ
ＳＳ（ポリスチレンスルフォン酸）膜である。また、発光層は、白色を示す蛍光材料を溶
質とした機能液を、各画素領域に所定量吐出し、以降真空乾燥および窒素雰囲気中での熱
処理を行って、それぞれ所定の厚さの膜を形成したものである。
【００４９】
　隔壁の下には電源供給線１１１と電源供給線１２１が形成され、隔壁と陽極１０，２０
との間に形成された無機絶縁膜によって、電源供給線１１１は陽極２０に対して、電源供
給線１２１は陽極１０に対して、それぞれ絶縁されている。また、無機絶縁膜は、矩形形
状の画素領域の外周に沿って所定幅が画素領域内に露出するように形成されている。これ
は、正孔注入層や発光層を形成する機能液との親液性を高め、正孔注入層や発光層が隔壁
近傍まで形成されることによって、陽極１０，２０と陰極との間の短絡を防止するように
するためである。もとより、正孔注入層や発光層が隔壁近傍まできちんと形成できる場合
は、無機絶縁膜は必ずしも形成する必要はない。無機絶縁膜を形成しない場合は、隔壁に
よって、電源供給線１１１と陽極２０との間の絶縁、および電源供給線１２１と陽極１０
との間の絶縁を行うように構成すればよい。
【００５０】
　また、本実施形態の表示素子は、トップエミッション方式の有機ＥＬ素子であることか
ら、発光光が陰極側から射出するように、陽極１０，２０の基板Ｐと対向する面側には、
Ａｌなどによって反射層が形成されている。もとより、陽極１０，２０が反射層を兼ねる
場合は、反射層を形成する必要はない。
【００５１】
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　陽極１０，２０としては、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）のように光透過性のある材料
に限らず、酸化錫や金、銀、銅などの非光透過性の材料であっても使用可能である。また
、陰極はＩＴＯなどの光透過性を有する材料で形成されている。もとより、金属材料であ
っても光が透過する程度に薄く形成されたものであれば陰極材料として使用してもよい。
本実施形態では、陰極は電子注入層を兼ねており、例えば、ＬｉＦ（フッ化リチウム）と
Ａｌ（アルミニウム）をそれぞれ蒸着して形成したものである。
【００５２】
　本実施形態では、上述したように、それぞれ対応する画素領域に有機発光材料を含む機
能液を吐出して塗布するインクジェット方式によって発光層を形成するものである。具体
的には、図４（ｂ）に示したように、吐出ヘッドＨＤに設けられた不図示のノズルから、
各画素に対応するそれぞれの画素領域に機能液を吐出することによって、各機能液を塗布
する。その後、前述したように真空乾燥および窒素雰囲気中での熱処理を行うことによっ
て各画素領域に発光層を形成するのである。ちなみに、図４（ｂ）は、吐出ヘッドＨＤか
ら発光層を形成する機能液を吐出する状態を示している。なお、正孔注入層も機能液を吐
出して形成することとしても差し支えない。
【００５３】
　ここで、本実施形態における吐出ヘッドＨＤに形成されたノズルについて、図５を用い
て説明する。図５は、吐出ヘッドＨＤに穿設されたノズルの配列具合を示す模式図であり
、図４（ｂ）において図面下方向から見た状態を示したものである。
【００５４】
　本実施形態では、図示するように、吐出ヘッドＨＤは、各機能液体を吐出するノズル群
ＮＢを２つ備えている。ノズル群ＮＢは、Ｘ方向（図面横方向）にノズルが略一直線に並
んだノズル列を有し、その配列方向はＸ方向と一致している。もとより、ノズル列はＸ方
向に対して傾いているなど、必ずしもＸ方向と一致しなくても差し支えない。
【００５５】
　穿設された各ノズルには、吐出ヘッドＨＤ内において、前述したようにノズル毎に吐出
機構がそれぞれ形成され、吐出ヘッドＨＤ内の機能液に圧力を発生させて、所定量の機能
液をノズルから吐出するように構成されている。もとより、吐出機構は、総てのノズルに
ついて同様な構造を有している。
【００５６】
　吐出機構は、本実施形態では図５の吹出し部に示した構造を有し、圧電素子２を駆動体
（アクチュエータ）とするものである。すなわち、圧電素子２は、その両端の電極ＣＯＭ
とＧＮＤとの間に所定の電圧波形が印加されると、電歪性によって収縮あるいは伸長変形
して振動板３を図中矢印方向に撓ませて、流路途中に形成された加圧室４に存在する機能
液を加圧する。この結果、加圧された機能液は、吐出ヘッドＨＤの底面部材８に穿設され
たノズルから、液滴９として吐出されるのである。なお、吐出機構は、例えば、駆動体と
して加熱素子を用いた所謂サーマル方式などを採用することもできる。
【００５７】
　さて、このようにインクジェット方式を用いて機能液を吐出して有機ＥＬ素子を形成す
るとき、画像の表示範囲全体において、本実施形態では前述した各単位画素領域つまり陽
極１０，２０に含まれる４つの画素毎に、画像Ａまたは画像Ｂに応じて吐出すべき機能液
を選択して吐出する。これを表示範囲における総ての単位画素領域について行うことによ
って、総ての画素に対して機能液を吐出するのである。
【００５８】
　具体的には、図６に模式的に示した走査方法のように、Ｙ方向（図面上下方向）を主走
査方向とし、Ｘ方向（図面左右方向）を副走査方向として、基板Ｐと吐出ヘッドＨＤとを
相対移動させる。このとき、吐出ヘッドＨＤに設けられた２つのノズル群ＮＢから、各画
素に応じた機能液を選択して吐出する。すなわち、吐出ヘッドＨＤにおける２つのノズル
群ＮＢから、有機発光材料を含む機能液と、絶縁性の有機化合物を材料として含む機能液
とを、画像Ａまたは画像Ｂに応じて吐出する。従って、各画素は、画像Ａまたは画像Ｂに
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応じて、一意的に、発光材料を含む機能液によって発光層が形成された画素（つまり発光
する画素）か、前記発光層に代えて、絶縁性の有機化合物を材料として含む機能液によっ
て発光しない絶縁層が形成された画素（つまり発光しない画素）か、のいずれかになる。
ここで絶縁性の有機化合物としては、遮光性を有するものを用いても良い。このようにす
れば、発光しない画素から光が漏れるのを防ぐことができる。
【００５９】
　この一例を、図７を用いて説明する。図７（ａ）は、画像Ａとしてローマ字の「Ｅ」を
表示する場合を示し、図７（ｂ）は、画像Ｂとしてローマ字の「Ｐ」を表示する場合を示
した説明図である。
【００６０】
　まず、図７（ａ）に示したように、画像Ａでは、表示するローマ字「Ｅ」の大きさと形
が二点鎖線に示した画像であった場合、網掛けで示した発光する画素（例えば画素１１）
と、白抜きで示した発光しない画素（例えば画素１２）のいずれかに、それぞれ一意的に
区分される。従って、画像Ａの一部の画像をそれぞれ分担して表示する単位画素領域にお
ける４つの画素は、総ての画素が発光する、あるいは総ての画素が発光しない、あるいは
発光する画素と発光しない画素が共存する、のいずれかになる。一例として図中破線で示
した単位画素領域である陽極１０Ａにおいては、発光する画素１４と発光しない画素１３
の両方が存在する。
【００６１】
　同様に、図７（ｂ）に示したように、画像Ｂでは、表示するローマ字「Ｐ」の大きさと
形が二点鎖線に示した画像であった場合、網掛けで示した発光する画素（例えば画素２１
）と、白抜きで示した発光しない画素（例えば画素２２）のいずれかに、それぞれ一意的
に区分される。従って、画像Ｂの一部の画像をそれぞれ分担して表示する単位画素領域に
おける４つの画素は、総ての画素が発光する、あるいは総ての画素が発光しない、あるい
は発光する画素と発光しない画素が共存する、のいずれかになる。一例として図中破線で
示した単位画素領域である陽極２０Ｂにおいては、発光する画素２４と発光しない画素２
３の両方が存在する。
【００６２】
　従って、上述の説明から容易に理解できるように、画像Ａ，画像Ｂの表示をそれぞれ分
担する各単位画素領域において、画像Ａ，画像Ｂとして表示する画像の内容に応じて、発
光する画素と発光しない画素が異なることになる。つまり、表示する画像に応じて、１つ
の画素が発光する画素になったり発光しない画素になったりすることになるのである。そ
のために、前述するように、画素毎に発光層として吐出する機能液を、有機発光材料を含
む機能液とするか、絶縁性の有機化合物を材料として含む機能液とするかによって、１つ
の画素を、発光する画素としたり、発光しない画素としたりすることができるのである。
【００６３】
　なお、本実施形態では、画像Ａ，画像Ｂについて、上述したように少なくとも発光層を
機能液の吐出によって形成する。そして、Ｙ方向を主走査方向として機能液を吐出するた
め、Ｙ方向に並んだ画素は同じノズルから機能液が吐出される。このため、画素がＹ方向
において隙間無く並んでいる場合は、ノズル間で少なからず生ずる機能液の吐出量の差異
に起因する縦縞の輝度ムラが視認される虞があるが、本実施形態では、Ｙ方向において、
画素が１つの単位画素領域飛び、つまり２画素置きに２画素が存在するという不連続配列
になるため、縦縞の輝度ムラが視認されにくいという利点を有する。
【００６４】
　上述したように、本実施形態の有機ＥＬパネルによれば、陽極と陰極との間に電圧を印
加することによって、画像Ａもしくは画像Ｂのいずれかに属するように電気的に接続され
た総ての単位画素領域における画素に同時に電圧を印加することができる。この結果、発
光すべき画素が同時に発光することによって、画像Ａもしくは画像Ｂを表示範囲に表示す
ることができる。従って、画素毎に駆動素子によるスイッチング動作を制御することなく
、表示範囲のほぼ全体に１つの画像を容易に表示させることができるのである。
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【００６５】
　また、本実施形態では、図７に示したように、４つの画素からなる単位画素領域が、Ｘ
，Ｙ方向においてそれぞれ隣り合うことなく、ほぼ表示範囲全体に配置される。従って、
単位画素領域が表示範囲全体に分散することになり、複数の画像を、それぞれ表示範囲全
体に分散した単位画素領域によって表示することができるので、表示されるそれぞれの画
像Ａ，画像Ｂは、その表示面積がおおよそ同じ画像になる。また、単位画素領域の分散に
よって、表示面積に対する単位画素領域の分布密度が、表示される画像Ａ，画像Ｂのそれ
ぞれにおいて凡そ同じになる。この結果、表示されるそれぞれの画像Ａ，画像Ｂは表示品
質の低下が抑制された画像となる。
【００６６】
　なお、画像Ａおよび画像Ｂの表示に際して、それぞれの給電端子１１０および給電端子
１２０からそれぞれの画像に属する総ての単位画素領域に流れる電流の総和は、表示され
る画像Ａ，画像Ｂのそれぞれにおいて単位画素領域の分布密度が凡そ同じであることから
、ほぼ同じになる確率が高くなる。従って、それぞれの給電端子１１０および給電端子１
２０に対して、供給できる電流容量が同じ電源回路を用いて電圧を印加することができる
ので、複数の電源回路を設計する必要がなく、電源回路に対する設計負荷が軽減される効
果も奏する。
【００６７】
　以上、本発明について、実施形態を用いて説明したが、本発明はこうした実施形態に何
ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において様々な形態で実施
し得ることは勿論である。以下変形例を挙げて説明する。
【００６８】
　（第１変形例）
　上記実施形態では、表示範囲において、２つの画像（画像Ａ、画像Ｂ）を表示すること
として説明したが、これに限らずさらに多くの数の画像を表示することとしてもよい。一
例として、３つの画像（画像Ａ、画像Ｂ、画像Ｃ）を表示する場合を図８を参照して、４
つの画像（画像Ａ、画像Ｂ、画像Ｃ、画像Ｄ）を表示する場合を図９を参照して、それぞ
れ説明する。
【００６９】
　（３つの画像表示）
　図８は、基板Ｐ上における配線状態の一部を示した模式図である。本変形例においても
、上記実施形態と同様、各画素の陽極は４つの画素（不図示）を１つの単位画素領域とす
るように陽極１０、陽極２０、陽極３０に分割形成されている。そして、Ｘ方向には陽極
１０、陽極２０、陽極３０の順で繰り返して存在し、Ｙ方向には陽極１０、陽極３０、陽
極２０の順で繰返し存在するように配置されている。陽極１０，２０，３０はそれぞれ斜
め方向において相互に電気的に接続されている。
【００７０】
　ここでは、陽極１０が画像Ａに、陽極２０が画像Ｂに、陽極３０が画像Ｃに、それぞれ
属する画像を表示するように構成されている。すなわち、給電端子１１０には画像Ａを表
示するための電圧が印加され、給電端子１１０からＸ，Ｙ両方向に延在する電源供給線１
１１によって、総ての陽極１０が給電端子１１０と電気的に接続される。給電端子１２０
には画像Ｂを表示するための電圧が印加され、給電端子１２０からＸ，Ｙ両方向に延在す
る電源供給線１２１によって、総ての陽極２０が給電端子１２０と電気的に接続される。
また、給電端子１３０には画像Ｃを表示するための電圧が印加され、給電端子１３０から
Ｘ，Ｙ両方向に延在する電源供給線１３１によって、総ての陽極３０が給電端子１３０と
電気的に接続される。
【００７１】
　このような陽極の分割形成によって、表示範囲において３つの画像を表示する際、図示
するように、１つの画像を表示する単位画素領域がＸ方向およびＹ方向において隣り合う
ことがなく一定の間隔で表示範囲全体に分散することになる。従って、３つの画像を、そ
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れぞれ表示範囲全体に分散した単位画素領域によって表示することができる。
【００７２】
　この結果、表示されるそれぞれの画像Ａ，Ｂ，Ｃは、それぞれの単位画素領域が存在す
る領域範囲となる表示面積がおおよそ同じ画像になる。また、単位画素領域が一定の間隔
で分散することによって、表示面積に対する単位画素領域の分布密度が、表示される画像
Ａ，Ｂ，Ｃのそれぞれにおいて凡そ同じになる。この結果、表示されるそれぞれの画像Ａ
，Ｂ，Ｃの表示品質を凡そ同じにすることができる。
【００７３】
　（４つの画像表示）
　図９は、図８同様、基板Ｐ上における配線状態の一部を示した模式図である。ここでも
、上記実施形態と同様、各画素の陽極は、それぞれ４つの画素（不図示）を１つの単位画
素領域とするように陽極１０、陽極２０、陽極３０、陽極４０に分割形成されている。そ
して、Ｘ方向には陽極１０、陽極２０の順、もしくは陽極３０、陽極４０の順で繰り返し
て存在し、Ｙ方向には陽極１０、陽極３０、もしくは陽極２０、陽極４０の順で繰返し存
在するように配置されている。
【００７４】
　ここでは、陽極１０が画像Ａに、陽極２０が画像Ｂに、陽極３０が画像Ｃに、陽極４０
が画像Ｄに、それぞれ属する画像を表示するように構成されている。すなわち、給電端子
１１０には画像Ａを表示するための電圧が印加され、給電端子１１０からＸ方向に延在す
る電源供給線１１１と、この電源供給線１１１に接続されＹ方向に延在する配線１１２と
によって、総ての陽極１０が給電端子１１０と電気的に接続される。同様に、給電端子１
２０には画像Ｂを表示するための電圧が印加され、給電端子１２０からＸ方向に延在する
電源供給線１２１と、この電源供給線１２１に接続されＹ方向に延在する配線１２２とに
よって、総ての陽極２０が給電端子１２０と電気的に接続される。給電端子１３０には画
像Ｃを表示するための電圧が印加され、給電端子１３０からＸ方向に延在する電源供給線
１３１と、この電源供給線１３１に接続されＹ方向に延在する配線１３２とによって、総
ての陽極３０が給電端子１３０と電気的に接続される。給電端子１４０には画像Ｄを表示
するための電圧が印加され、給電端子１４０からＸ方向に延在する電源供給線１４１と、
この電源供給線１４１に接続されＹ方向に延在する配線１４２とによって、総ての陽極４
０が給電端子１４０と電気的に接続される。
【００７５】
　このような陽極の分割形成によって、表示範囲において４つの画像を表示する際、図示
するように、１つの画像を表示する単位画素領域がＸ方向およびＹ方向において隣り合う
ことがなく一定の間隔で表示範囲全体に分散することになる。従って、４つの画像を、そ
れぞれ表示範囲全体に分散した単位画素領域によって表示することができる。
【００７６】
　この結果、表示されるそれぞれの画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、それぞれの単位画素領域が存
在する領域範囲となる表示面積がおおよそ同じ画像になる。また、単位画素領域が一定の
間隔で分散することによって、表示面積に対する単位画素領域の分布密度が、表示される
画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのそれぞれにおいて凡そ同じになる。この結果、表示されるそれぞれ
の画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの表示品質を凡そ同じにすることができる。
【００７７】
　なお、陽極１０，２０，３０，４０の配置は図９に示した配置に限るものでないことは
勿論である。例えば、Ｘ，Ｙ両方向ともに、陽極１０、陽極２０、陽極３０、陽極４０の
順で繰返し存在するように配置することとしてもよい。要は、Ｘ方向およびＹ方向におい
て、電気的に接続された陽極が連続しない順序の配置であれば、いずれの配置も採用する
ことが可能である。
【００７８】
　（第２変形例）
　上記実施形態では、表示範囲に表示される複数の画像について、それぞれの画像に属す
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る単位画素領域の分布密度が、表示範囲において凡そ同じになるようにしたが、これに限
らず、表示範囲に表示される画像が３つ以上の場合は、それぞれの画像に属する単位画素
領域の分布密度が異なるようにしてもよい。こうすれば、表示範囲に表示する複数の画像
について、例えば、それぞれの画像の表示内容を視認するために必要となる単位画素領域
の分布密度に応じて、それぞれの画像に属する単位画素領域を配置することができる。
【００７９】
　本変形例の一例を、図１０を用いて説明する。図１０は、基板Ｐ上における配線状態の
一部を示した模式図であり、図８と同様、表示範囲に３つの画像を表示する場合を示した
ものである。本変形例においても、上記実施形態と同様、各画素の陽極は４つの画素（不
図示）を１つの単位画素領域とするように陽極１０、陽極２０、陽極３０に分割形成され
ている。そして、本変形例では、各陽極１０～３０は、Ｘ，Ｙ両方向ともに、陽極１０、
陽極２０、陽極３０、陽極２０の順で繰り返して存在するように配置されている。また各
陽極１０，２０，３０はそれぞれ斜め方向において相互に電気的に接続されている。
【００８０】
　本変形例においても、陽極１０が画像Ａに、陽極２０が画像Ｂに、陽極３０が画像Ｃに
、それぞれ属する画像を表示するように構成されている。すなわち、給電端子１１０には
画像Ａを表示するための電圧が印加され、給電端子１１０からＸ，Ｙ両方向に延在する電
源供給線１１１によって、総ての陽極１０が給電端子１１０と電気的に接続される。同様
に、給電端子１２０には画像Ｂを表示するための電圧が印加され、給電端子１２０からＸ
，Ｙ両方向に延在する電源供給線１２１によって、総ての陽極２０が給電端子１２０と電
気的に接続される。また、給電端子１３０には画像Ｃを表示するための電圧が印加され、
給電端子１３０からＸ，Ｙ両方向に延在する電源供給線１３１によって、総ての陽極３０
が給電端子１３０と電気的に接続される。
【００８１】
　このような陽極の分割形成によって、表示範囲において３つの画像を表示する際、図中
網掛けで示したように、画像Ｂに属する単位画素領域、すなわち陽極２０の表示範囲全体
に対する分布密度が、画像Ａあるいは画像Ｃに属する単位画素領域の分布密度よりも高く
なる。従って、表示範囲に表示する画像Ａ，Ｂ，Ｃのうち、例えば画像Ｂについては他の
画像よりも高解像度の表示が要求される画像であった場合、画像Ｂに属する単位画素領域
の分布密度を高くすることによって、表示される画像Ａ，Ｂ，Ｃのそれぞれの画像間にお
いて、表示品質の差異を抑制することが可能となる。
【００８２】
　（第３変形例）
　上記実施形態では、説明を容易にするため、各画素に形成される発光層の発光色は白色
であることとして説明したが、もとよりこれに限るものでないことは勿論である。例えば
、表示範囲にカラー画像を表示するために、発光する各画素に形成される有機ＥＬ素子は
、Ｒ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）のうちいずれか１色を発光可能に形成さ
れていることとしてもよい。
【００８３】
　本変形例の一例を図１１を用いて説明する。図１１は、表示範囲に２つの画像を表示す
る場合を示した模式図である。本変形例では、Ｘ，Ｙ両方向に３画素ずつ、合計９画素を
１つの単位画領域となるように陽極が分割形成されている。そして、図中実線で示した陽
極１０によって、２つの画像のうちの一方の画像Ａが表示され、図中破線で示した陽極２
０によって、２つの画像のうちの他方の画像Ｂが表示されるように分割形成された各陽極
１０，２０は、給電端子と接続配線（不図示）されている。
【００８４】
　さて、いま画像Ａが、図１１に示したように「Ｒ、Ｇ、黒、Ｂ」の各色が繰返し存在す
る図中右肩上がりの斜めストライプ模様であった場合、各陽極１０における９つの画素は
、ストライプ模様に応じて、Ｒ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）、のうちいず
れか１色を発光可能な画素か、もしくは発光しない画素に形成される。例えば、陽極１０
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ａにおける９つの画素は、図示するように、Ｒ色を発光する３つの画素、Ｇ色を発光する
５つの画素、発光しない１つの画素（網掛けした画素）、にそれぞれ形成される。また陽
極１０ｂにおける９つの画素は、図示するように、Ｂ色を発光する３つの画素、Ｒ色を発
光する５つの画素、Ｇ色を発光する１つの画素、にそれぞれ形成される。
【００８５】
　なお、本変形例において、Ｒ光、Ｇ光、Ｂ光を発光する有機ＥＬ素子の形成をインクジ
ェット方式を用いて行う場合は、前述した吐出ヘッドＨＤにおいて、Ｒ，Ｇ，Ｂ各色の有
機発光材料を含む機能液を吐出するノズル群ＮＢを備えればよい。
【００８６】
　本変形例によれば、このように表示範囲に表示するカラー画像に応じて、各単位画素領
域における画素の発光色を定めることによって、複数のカラー画像を表示することができ
る。また、発光層の発光色を決定する有機発光材料を含む機能液、もしくは絶縁性を有す
る有機化合物を含む機能液のいずれかを、インクジェット方式によって各画素に吐出する
ようにすれば、各画素に形成する発光層を、表示する画像に応じて任意に変更することが
可能となる。
【００８７】
　（第４変形例）
　また、上記第３変形例のさらに変形例として、表示範囲にカラー画像を表示する場合、
１つの単位画素領域において、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色を発光する画素数が、それぞれ同じにな
るように陽極が分割形成されることが好ましい。こうすれば、１つの単位画素領域におい
て、Ｒ，Ｇ，Ｂ各色の発光輝度を調節することによって、１つの単位画素領域は、カラー
画像の絵素として機能することになる。この結果、１つの単位画素領域毎に、Ｒ，Ｇ，Ｂ
各色の発光輝度を調節すれば、総ての単位画素領域を用いて、表示範囲にカラー画像を表
示することができる。
【００８８】
　本変形例の一例を図１２を用いて説明する。図１２は、表示範囲に３つの画像を表示す
る場合を示した模式図である。本変形例では、１つの画素に対してＸ，Ｙ両方向にそれぞ
れ１画素隣接した合計３画素を１つの単位画素領域となるように陽極が分割形成されてい
る。そして、図中濃い網掛け部分で示した陽極１０同士が、また図中薄い網掛け部分で示
した陽極２０同士が、また、図中白抜き部分で示した陽極３０同士が、それぞれ１つの画
像を表示するように、それぞれ１つの給電端子と接続配線（不図示）されている。この結
果、１つの単位画素領域は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色を発光する画素が１つずつ含まれる所謂絵
素として機能するのである。従って、このように陽極を分割することによって、長手方向
を形成することなく画素が纏まった絵素とすることができることから、表示範囲に表示さ
れるそれぞれの画像について表示品質の低下を抑制することができる可能性がある。もと
より、Ｘ方向に隣り合う３画素、もしくはＹ方向に隣り合う３画素を、１つの単位画素領
域としても差し支えない。
【００８９】
　そして、本変形例では、各画素に、Ｒ，Ｇ，Ｂ色のいずれかを発光する有機発光材料を
含む機能液を吐出して発光層を形成する。このとき、インクジェット方式によって吐出す
る機能液の吐出量を、表示する画像に応じてＲ，Ｇ，Ｂ間で変更する。こうすることで、
形成される発光層の厚さを変更することができるので、Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれの発光色の
輝度を、単位画素領域毎に変更することが可能となる。従って、単位画素領域つまり絵素
毎にＲ，Ｇ，Ｂ各色の混合色を調節することができることから、カラー画像を適切に表示
範囲に表示することができる。なお、本変形例では、単位画素領域全体を発光しない画素
つまり黒色とする場合は、３つの画素総ての発光層を、絶縁性を有する有機化合物によっ
て形成するようにすればよい。
【００９０】
　なお、本変形例において、表示範囲の端部においては、単位画素領域を形成できない端
数の画素が存在することになる。このような場合は、例えば図１２における陽極３０ａの
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ように、表示範囲の周辺に画素が存在するものとして陽極を分割形成して単位画素領域を
形成すればよい。もとより、上記実施形態や上記変形例において、表示範囲の端部におい
て単位画素領域を形成できない端数の画素が存在する場合は、本変形例と同様にすればよ
いことは言うまでもない。
【００９１】
　（その他の変形例）
　上記実施形態および上記変形例では、１つの単位画素領域は３つの画素、４つの画素、
あるいは９つの画素によって形成されることとして説明したが、これに限るものでなく、
１つの画素を含め任意の画素数によって形成されることとしても差し支えない。またＸ，
Ｙそれぞれの方向に隣り合う画素の数も、特にこれに限るものでないことは勿論である。
また、単位画素領域の形状も必ずしも同一でなくてもよい。さらに、１つの単位画素領域
に含まれる画素数が、単位画素領域間で必ずしも同じでなくてもよい。
【００９２】
　また、上記実施形態では、エレクトロルミネッセンス素子として有機ＥＬ素子を形成す
ることとし、機能液の吐出によって塗布して形成する機能層が、発光層（および正孔注入
層）であることとして説明したが、必ずしもこれに限るものでないことは勿論である。例
えば、陰極とは別に電子注入層を形成する場合は、この電子注入層を液滴の噴射によって
形成する機能層としてもよい。あるいは発光層が正孔注入層を兼用する場合は、発光層の
みが機能液の吐出によって塗布形成される機能層であることとしてもよい。
【００９３】
　また、上記実施形態では、表示素子として有機ＥＬ素子を形成することとしたが、これ
に限らず、無機ＥＬ素子であっても差し支えない。また、エレクトロルミネッセンス素子
に限らず、表示素子として機能するものであれば、必ずしもエレクトロルミネッセンス素
子に限るものでないことは勿論である。例えば、画素領域に発光ダイオードを形成する場
合としてもよい。勿論この場合は、形成される機能層は上記実施形態とは異なることは言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】従来の有機ＥＬパネルの一例を示す模式図。
【図２】本実施形態の有機ＥＬパネル全体のレイアウトを示した模式図。
【図３】陽極と電源供給線との電気的な接続の様子を示す模式図。
【図４】（ａ）は有機ＥＬ素子の形成が終了した状態を示した模式図、（ｂ）は有機ＥＬ
素子の発光層を機能液の吐出によって塗布して形成する様子を示した模式図。
【図５】吐出ヘッドに穿設されたノズルの配列具合を示す模式図。
【図６】吐出ヘッドの走査方法を模式的に示した図。
【図７】（ａ）、（ｂ）ともに、表示する画像の一例を示した説明図。
【図８】第１変形例で、基板上における配線状態の一部を示した模式図。
【図９】第１変形例で、基板上における配線状態の一部を示した模式図。
【図１０】第２変形例で、基板上における配線状態の一部を示した模式図。
【図１１】第３変形例で、表示範囲に２つの画像を表示する場合を示した模式図。
【図１２】第４変形例で、表示範囲に３つの画像を表示する場合を示した模式図。
【符号の説明】
【００９５】
　２…圧電素子、４…加圧室、８…底面部材、９…液滴、１０，１０ａ，１０Ａ…陽極、
１０ｂ…陽極、１１～１４…画素、２０，２０Ｂ…陽極、２１～２４…画素、３０…陽極
、４０…陽極、５０…有機ＥＬパネル、５１…走査駆動回路、５２…データ駆動回路、５
３…給電端子、５４，５５…ＴＦＴ、５６…保持容量、１００…有機ＥＬパネル、１１０
…給電端子、１１１…電源供給線、１１２…配線、１２０…給電端子、１２１…電源供給
線、１２２…配線、１３０…給電端子、１３１…電源供給線、１３２…配線、１４０…給
電端子、１４１…電源供給線、１４２…配線。
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